


- 2 -

絡を担当する警察署の不審者情報等連絡担当者（以下「警察担当者」という。）

を指定すること。

イ 警察担当者は，原則，生活安全部門の警部補以上の階級にある者を指定す

るものとする。

(2) 代行者の指定

宿日直勤務の時間帯には，原則，当直主任を警察担当者の代行者として指定

すること。

３ 不審者情報等の共有体制の確立

警察担当者は，警察署の管轄区域に所在する学校に対し，警察担当者の職名，

氏名，連絡先電話番号等を通知するとともに，学校から，それぞれの学校の不審

者情報等連絡担当者（以下「学校担当者」という。）の職名，氏名，連絡先電話

番号等の提供を受ける。その際，学校担当者から夜間，祝日及び休日において緊

急の連絡を要する場合の連絡先についても，併せて提供を受けるものとする。

４ 不審者情報等の共有の方法

警察担当者と学校担当者の連絡方法は，電話又は電子メールを活用して行うも

のとする。

５ 共有を行う不審者情報等

(1) 警察が認知した不審者情報等の共有

ア きめ細かい情報の共有

(ｱ) 警察において認知し，広く地域住民等に提供した不審者情報等に含め

ることとしなかった行為者の言動，特徴等の防犯対策を講じる上で参考

となる情報については，学校担当者との共有を図ること。

(ｲ) 警察において認知し，広く地域住民等に提供しない不審者情報等であっ

ても，一定の地域において防犯対策を講じる上で参考となる情報について

は，学校担当者との共有を図ること。

イ 緊急性が高い場合の情報の共有

警察担当者は，連続発生のある重要凶悪事案や持凶器被疑者の逃走事案等，

通学路に重大な危険が及ぶおそれのある事案が発生し，緊急の措置を必要と

する場合には，関係の学校の学校担当者に対して，認知後速やかに当該時点

に係る情報を提供するとともに，執るべき措置について助言指導するものと

する。

さらに，事態の進展に応じて得られる様々な情報についても，子供や学校

関係者等の安全を確保する観点から適時，適切に情報を提供するものとする。

ウ 危険箇所等に関する情報の共有

警察において認知した不審者情報等で，学校担当者との危険箇所等の共
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有という観点から以下の情報を共有する。

(ｱ) 発生が多発している場所における見守る目や環境整備の状況から，学校

が点検を必要とする危険箇所の情報

(ｲ) 同一手口や同種対象の事案が連続発生した場合に，警戒を要する時間帯

や場所に関する情報

(2) 学校担当者が認知した不審者情報等の共有

不審者情報等が潜在化することのないよう，学校担当者が情報を認知した場

合に，速やかに警察担当者に連絡が行われるよう，学校担当者と連携を図るこ

と。

６ 留意事項

(1) 学校担当者への連絡

学校担当者への連絡について，警察担当者のみが行うこととすると，緊急

性の高い事案，複数の学校等への連絡を要する事案又は警察担当者の勤務実

態によっては，迅速かつ適切な情報共有が行われないことが想定されるとこ

ろである。

学校担当者との連絡に際しては，迅速かつ適切な情報共有が行えるように

状況に応じた柔軟な対応に努めることに留意すること。

(2) プライバシー等への配慮

学校担当者との情報の共有に当たっては，被害関係者のプライバシー及び警

察活動への影響に十分配慮するものとする。

(3) 警察，学校等が情報提供する防犯メール等の登録等の促進

警察担当者は学校担当者に対して，県警あんしんメール及び各署で構築して

いる防犯メール等の受信を推奨するとともに，管轄区域内の自治体及び教育委

員会が，電子メール，ＳＮＳ等を用いて不審者情報等の提供を行っている場合

は，警察担当者も同情報の受信に努めること。

(4) 警察担当者の変更時の措置

人事異動等により警察担当者に変更が生じたときは，速やかに学校担当者に

対して変更の通知をすること。


